
 

 
 

 

 内  容  

対象となる資格を習得するために、通学される方へ、通学される期間の生活費の軽減のため 

給付を行います。（すでに学校に通われている場合でも、要件を満たせば、対象となる場合があります。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支給額・支給期間（訓練促進給付金）  

【訓練促進給付金】 

世帯区分（※1） 支給額 支給期間 

非課税 月額 100,000 円 ※ 修学期間に相当する期間 

（上限 48 月） 課税 月額 70,500 円 ※ 

             ※修学の最終 12 ヶ月は月額 4 万円増   

【修了支援給付金】 

世帯区分（※１） 支給額 

非課税 50,000 円 

課税 25,000 円 

※1 申請者及びその同一世帯に属する方（民法第 877 条第１項に定める扶養義務者で生計が同じ方を含む） 

 の市民税が非課税か課税かによって分けられます 

 対 象 者  

横浜市内に居住する 20 歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、 

次の①～④を満たす方 

① 所得（就労等による所得の額＋養育費の８割）が児童扶養手当の所得制限限度額未満である方 

※ 所得から差し引ける諸控除は児童扶養手当と同じです。 

② 過去に訓練促進給付金等を受給していない方 

③ 養成機関において１年以上のカリキュラムを修業し、対象資格を取得しようとしている方 

 （令和５年３月 31 日までに修業を開始する場合は、６か月以上のカリキュラムの修業が予定されてい

るものを含みます。） 

④ 就業又は育児と修学の両立が困難であると認められる 

☆ 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付（求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法

第 24 条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第 11 条の２に定める教育訓練支援給付金等）を受

けている場合は、対象になりません。 

★世帯の全員が非課税でないと、非課税の対象にはな

らないので、ご注意ください。 

 

 

R4.6 

修学開始日から要件を満たしていな

いと受給対象とならないので、ご注

意ください。 

＜対象資格＞ 

・看護師（准看護師含む） ・介護福祉士 ・保育士 ・理学療法士 ・作業療法士 ・歯科衛生士 

・理美容師 ・社会福祉士 ・製菓衛生師 ・調理師 

★令和４年度内の申請限定★ 

令和５年３月 31 日までに修業を開始する場合に限り、雇用保険制度の指定講座の一部が対象です。 

・専門実践教育訓練の対象講座のうち、受講期間が６か月以上の講座 

・一般教育訓練の対象講座で、「情報関係」に分類されている、受講期間が６か月以上の講座 

・特定一般教育訓練の対象講座で、受講期間が６か月以上の講座 

（追加資格の例） ・ウェブクリエイター ・マイクロソフトスペシャリスト（MOS） 

・精神保健福祉士     ・栄養士  など 

追
加
対
象 

対象資格の探し方は、市ウェブページ「対象資格について」にてご確認ください。 
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/oyakokenko/hitor
ioya/koutoukyuuhukinn.html 



＜手続きの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①横浜市電子申請システムから質問に回答して頂きます。 

②回答内容についての確認のお電話を担当よりさせて頂きます。 

⇒生活状況などをお伺いした上で、支給申請用紙を送付します。 

事前相談 

面 談 ひとり親サポートよこはま（横浜市母子家庭等就業・自立支援センター）

の就労支援員と面談を行っていただきます。 

※事前相談をいただいた後、申請希望者の方のお名前や電話番号等をひ

とり親サポートよこはまへ伝えさせていただきます。 

※事前に就労支援員から面談日程調整の電話を差し上げます。 

※面談場所は区役所またはひとり親サポートよこはまになります。 

 
 
 
 
 
横浜市電子申

請システムは

こちらから 

収入等、受給要件に該当するかどうか、確認の書類をお送りします

ので、ご返送ください。 

※所得の状況等、変更がありましたら、別途手続きをしていただきます。 

通学開始 

支給申請 
通学開始月以降、在学証明書を添付して郵送で申請して頂きます。 

※申請月からの支給となり、さかのぼりの支給はしませんのでご注意ください。 

後日、こども青少年局から、決定通知をお送りします。 

４半期ごとにご提出いただく「出席状況証明書」用紙を同封します。 

出席状況証明書の提出（四半期ごと） 

四半期ごとに、学校の証明印が押された「出席状況証明書」をご郵送ください。 

例：４月入学、４月に申請 

  ⇒４～６月分の出席状況証明書を、７月中旬までに郵送 

  ⇒７月末に４～６月分を指定の口座へ振込 

進級（毎年） 
学年があがるごとに、養成機関の長が証明する単位取得証明書等を

ご提出ください（郵送）。 

卒 業 

現況届（毎年８月） 

要件に該当する場合は、修了支援給付金を郵送で申請（卒業日から起算して３０日以内） 

留年など、単位の取得がすすんでいない場合は、

支給を停止する場合があります。 

振込月：７月（４月～６月分） 

10 月（７月～９月分） 

１月（10 月～12 月分） 

４月（１月～３月分） 

実習など諸事情により、〆切より提出が遅くなっ

ても、ご提出ください。出席状況証明書が届いて

３～４週間程度で支給いたします。 

（４月入学・申請の場合）最初に振り

込まれるのは、期限までに書類提出が

あった場合、7 月末頃になります。 

支給決定 



よくあるご質問 

● 神奈川県看護師等修学資金貸付と、併用はできますか？ 

修学資金の貸付を受けても、事前相談等の際、なお給付が必要であることが確認できれば可能です。 

● 児童扶養手当が支給停止となっていますが、対象となりますか？ 

高等職業訓練促進給付金で対象としている所得は、児童扶養手当受給水準としています。支給停止とな

っている理由が、扶養義務者の所得超過等で、ご本人の所得が児童扶養手当受給水準であるという場合は

受給可能となります。 

支給額は、課税世帯・非課税世帯で金額が異なるため、世帯全員の収入を把握いたします。 

同居親なども含め、世帯全員が非課税であれば、非課税世帯の区分となりますが、おひとりでも課税

の方がいれば、ご本人の収入が非課税でも、課税の区分となります。 

● 生活保護を受給している場合も、対象となりますか？ 

生活保護費算定に影響があるため、必ず担当ケースワーカーに確認をしてください。 

● 給付金を受給している間にこどもが 20 歳になりますが、対象となりますか？ 

お子さんが 20 歳になる月までを対象に、支給が可能です。 

● 雇用保険の失業給付と、併用はできますか？ 

失業給付を受けても、事前相談等の際、なお給付が必要であることが確認できれば可能です。 

ただし、雇用保険制度で、職業訓練の期間に失業給付を延長して支給する「訓練延長給付」については、

本給付金と同じ趣旨の給付であるため、併用ができませんのでご注意ください。 

 

 

 

  

 ハローワークでも、資格取得に向けて、様々な制度があります。 

本給付金と併給できないものもありますので、検討されている場合は必ずご相談くださいます

よう、お願いいたします。また、状況によってはハローワークへのご相談に行っていただくよう

お願いする場合もございます。 

 

 ●専門実践教育訓練 

  対象者：雇用保険の被保険者もしくは、被保険者であった方で一定条件を満たす方 

  対象講座：厚生労働省の教育訓練講座です。教育訓練給付制度検索システム又は、講

座を開催している学校にご確認ください。 

  ★給付金（教育訓練にかかる授業料相当の経費を支給）⇒本給付金と併給可能です。 

  ★支援給付金（訓練期間中の生活費相当を支給）⇒本給付金と併給不可です。 

 

●求職者支援制度 

  対象者：雇用保険を受給できない方で、特定求職者に該当する方 

  ★職業訓練受講給付金（訓練期間中の生活費相当を支給）⇒本給付金と併給不可です。 

 

 

 

 

 

＜参考＞ハローワークの支援制度 ※必ず事前にお住いの区を管轄するハローワークへご相談ください。 



 その他  

  ● マイナンバーについて 

申請には個人番号（マイナンバー）が必要となります。申請の際には、《申請者の個人番

号カードの写し》又は《通知カードの写しと本人確認資料》を添付していただきます。 

また、申請者と同一世帯の方の個人番号も、申請書に記入していただくことになります。

（住民票上は別世帯であっても、本事業では同一世帯と扱う場合があります。） 

    個人番号は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」

に定める「個人番号利用事務」（母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関す

る事務）に利用します。 

 

 

 

 問合せ・申請書送付先  

 横浜市こども青少年局こども家庭課 給付金担当 

  〒231-0005 

  横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 

 

   電話：045-671-2390 FAX：045-681-0925 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
高等職業訓練促進給付金の受給者に対して、入学準備金及び就職準備金の貸付をします。 

資格取得した日から１年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に５年間継続して従事

した場合は返還を免除します。 

 

＜貸付額＞ 入学準備金：50 万円以内 就職準備金：20 万円以内 

＜返還期間＞ ５年以内 

＜連帯保証人・利子＞ 原則、連帯保証人を立てる必要があります。その場合は無利子です。 

（連帯保証人を立てない場合は、年利１％） 

 

【詳細・問合せ】横浜市社会福祉協議会施設福祉課（電話 201-2219／FAX 201-1661） 

こども青少年局こども家庭課（電話 671-2390／FAX 681-0925） 

高等職業訓練促進資金貸付事業  

申請はこども青少年局こども家庭課へ 


